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－ JQA 総合製品安全認証制度（S-JQA マーク認証） － 
 
 

2016 年 6 ⽉ 17 ⽇付で⼀般財団法⼈ ⽇本品質保証機構（JQA）による総合製品安全認証制度に基づく契約ラボ   
として、適格であることが確認され、登録範囲を更新しました（登録番号：JQLAB-1003）。 

今回の契約ラボ審査の結果、下記内容のとおり登録されました。 
 

登録番号 JQLAB-1003 

製品カテゴリー 
７類 

１１類 
電動⼒応⽤機器類 
電⼦応⽤機器類 

対象製品名 
７－０５ 

１１－０１ 
１１－０２ 

扇⾵機／換気扇 
⾳響機器 
ビデオ機器 

対象規格 

 「電気⽤品の技術上の基準を定める省令の解釈」別表第⼋ 
 １．共通事項 ２．個別の事項 （４１）（９４）（９４の４） 

 「電気⽤品の技術上の基準を定める省令の解釈」別表第⼗⼆ 
  J60065（H23） 及び J60065（H26） 

 
 

※当センターが発⾏する試験成績書を、S-JQA マーク認証取得において活⽤することが可能です。 
（事前のご申請が必要です） 

 

 

今後とも、安⼼かつ⾼精度な新たな試験サービスのご提供、および納期短縮に努め、皆様のお役に⽴て
ればと思っております。ぜひともご相談下さい。 


